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◆ 行政判例ノート［第 3 版］ 補遺 ◆ 

 

 

補遺 17－1［A］ 競業者の原告適格（2）－需給調整に係る規制の仕組み 

最判平成 26 年 1 月 28 日（民集 68 巻 1 号 49 頁・判時 2215 号 67 頁） 

［参考］百選Ⅱ 171 

 

＜事実＞ 

 X は、昭和 56 年以降、小浜市長から廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業許可お

よび同許可の更新を受け、同市内で一般廃棄物の収集・運搬を行っていた。他方、同市長は、

平成 13 年に A、平成 16 年に B にそれぞれ一般廃棄物収集運搬業等に係る許可を与え、こ

れらの許可を更新していた。 

 X が、小浜市（Y）を相手に、A・B に対する上記の許可更新処分の取消訴訟等を提起し

たところ、1 審・2 審とも X の原告適格を否定して訴えを却下する判断をしたため、X が上

告。一部破棄差戻し・一部上告棄却。 

 

＜判旨＞ （下線は橋本による） 

 ｢行政事件訴訟法 9 条……1 項にいう当該処分の取消しを求めるにつき『法律上の利益を

有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又

は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特

定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属す

る個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合に

は、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵

害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格

を有する……。そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無

を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当

該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮

し、この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的

を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性

質を考慮するに当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害さ

れることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきも

のである（同条 2 項……）。」 

 ｢ア ……市町村は、一般廃棄物について、その区域内における収集運搬及び処分に関す

る事業の実施をその責務とし、計画的に事業を遂行するために一般廃棄物処理計画を定め、

これに従って一般廃棄物の処理を自ら行い、又は市町村以外の者に委託し若しくは許可を

与えて行わせるものとされており……、市町村以外の者に対する……一般廃棄物処理業の
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許可又はその更新については、当該市町村による一般廃棄物の収集運搬又は処分が困難で

あること……が要件とされている。  

 上記の一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み……、一般廃棄

物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項……等を定めるものとされてお

り、一般廃棄物処理業の許可又はその更新については、その申請の内容が一般廃棄物処理計

画に適合するものであること……が要件とされているほか、一般廃棄物の収集運搬及び処

分に関する政令で定める基準に従って処理が行われるべきこと……や、施設及び申請者の

能力がその事業を的確にかつ継続して行うに足りるものとして環境省令で定める経理的基

礎その他の基準に適合するものであること……が要件とされている。  

 加えて、一般廃棄物処理業の許可又はその更新がされる場合においても、市町村長は、こ

れらの処分の際に生活環境の保全上必要な条件を付すことができ……、許可業者が同法の

規定又は上記の条件に違反したとき等には事業停止命令や許可取消処分をする権限を有し

ており……、また、……許可業者は、市町村による所定の規制に服する……。」 

 ｢イ (ア) 一般廃棄物処理業は、……その遂行に支障が生じた場合には、市町村の区域の

衛生や環境が悪化する事態を招来し、ひいては一定の範囲で市町村の住民の健康や生活環

境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものであって、その適正な運営が継続的かつ安定的

に確保される必要がある上、一般廃棄物は人口等に応じておおむねその発生量が想定され、

その業務量には一定の限界がある。廃棄物処理法が、業務量の見込みに応じた計画的な処理

による適正な事業の遂行の確保についての統括的な責任を市町村に負わせているのは、こ

のような事業の遂行に支障を生じさせないためである。そして、既存の許可業者によって一

般廃棄物の適正な処理が行われており、これを踏まえて一般廃棄物処理計画が作成されて

いる場合には、市町村長は、それ以外の者からの一般廃棄物処理業の許可又はその更新の申

請につき……一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないとして不許可と

することができる……。このように、市町村が市町村以外の者に許可を与えて事業を行わせ

る場合においても、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに基づいてこれを適正に処理

する実施主体等を定める一般廃棄物処理計画に適合すること等の許可要件に関する市町村

長の判断を通じて、許可業者の濫立等によって事業の適正な運営が害されることのないよ

う、一般廃棄物処理業の需給状況の調整が図られる仕組みが設けられている……。そして、

許可業者が収集運搬又は処分を行うことができる区域は当該市町村又はその一部の区域内

……に限定されていることは、これらの区域を対象として上記の需給状況の調整が図られ

ることが予定されていることを示す……。」 

 ｢(イ) また、市町村長が一般廃棄物処理業の許可を与え得るのは、当該市町村による一

般廃棄物の処理が困難である場合に限られており、これは、一般廃棄物の処理が本来的には

市町村がその責任において自ら実施すべき事業であるため、その処理能力の限界等のため

に市町村以外の者に行わせる必要がある場合に初めてその事業の許可を与え得るとされた
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ものであると解されること……等からすれば、廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は、

専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていない……。」 

 ｢(ウ) そして、市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更

新を受けている者がある場合に、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物

処理業の許可又はその更新が、当該区域における需給の均衡及びその変動による既存の許

可業者の事業への影響についての適切な考慮を欠くものであるならば、許可業者の濫立に

より需給の均衡が損なわれ、その経営が悪化して事業の適正な運営が害され、これにより当

該区域の衛生や環境が悪化する事態を招来し、ひいては一定の範囲で当該区域の住民の健

康や生活環境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものといえる。」「廃棄物処理法は、上記の

ような事態を避けるため、前記のような需給状況の調整に係る規制の仕組みを設けている

のであるから、一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要件に関する市町村長の判断

に当たっては、その申請に係る区域における一般廃棄物処理業の適正な運営が継続的かつ

安定的に確保されるように、当該区域における需給の均衡及びその変動による既存の許可

業者の事業への影響を適切に考慮することが求められる……。」 

 ｢ウ 以上のような一般廃棄物処理業に関する需給状況の調整に係る規制の仕組み及び

内容、その規制に係る廃棄物処理法の趣旨及び目的、一般廃棄物処理の事業の性質、その事

業に係る許可の性質及び内容等を総合考慮すると、廃棄物処理法は、市町村長から一定の区

域につき一般廃棄物処理業の許可又はその更新を受けて市町村に代わってこれを行う許可

業者について、当該区域における需給の均衡が損なわれ、その事業の適正な運営が害される

ことにより前記のような事態が発生することを防止するため、上記の規制を設けているも

のというべきであり、同法は、他の者からの一般廃棄物処理業の許可又はその更新の申請に

対して市町村長が上記のように既存の許可業者の事業への影響を考慮してその許否を判断

することを通じて、……その事業に係る営業上の利益を個々の既存の許可業者の個別的利

益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。したがって、市町村

長から一定の区域につき既に廃棄物処理法 7 条に基づく一般廃棄物処理業の許可又はその

更新を受けている者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物処理業の

許可処分又は許可更新処分について、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者

として、その取消訴訟における原告適格を有する。」  

 

＜POINT＞ 

 市町村における一般廃棄物の収集運搬業の許可（その更新）について、同様の許可（その

更新）を受けている競業者による取消訴訟の原告適格を肯定した判例である。競業者の原告

適格については、当該営業許可の要件として適正配置規定（距離制限規定）が定められてい

る場合において、競業者の営業上の利益をもって取消訴訟の原告適格を基礎付ける「法律上

の利益」と解する判例が存在していた（判例 17－1）。反面、営業の規制を定める根拠法令

上、その営業に係る許認可等の処分要件（考慮要素）として、既存事業者の利益を保護する
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趣旨の適正配置規定ないし需給調整規定等が定められていなければ、「法律上の利益」を否

定する傾向が見られた。 

 本判決は、市町村における一般廃棄物処理業の許可について、特定の区域内で許可を得て

いる者（既存事業者）は、同一の区域内において許可を受けた者（競業者）の許可処分の取

消しを争う原告適格があるとした。本判決は、廃棄物処理法が適正配置規定等の需給調整に

係る明示的な定めを置いていないにもかかわらず、同法の趣旨・目的、同法が定める一般廃

棄物処理業の許可要件（市町村の定める一般廃棄物処理計画への適合を要件とすることな

ど）、一般廃棄物処理業の性質（専ら自由競争に委ねられないことなど）等から、同法の規

制が実質的に需給調整の仕組みと解されることを導き出し、そこから、競業者の営業上の利

益を「法律上の利益」と判定した部分に特色がある。 

 また、本判決は、廃棄物処理法の定める一般廃棄物処理業の許可制度を需給調整の仕組み

ととらえることに加え、仮に本件処分において競業者の利益等が適切に考慮されなければ、

住民の健康・生活環境に被害・影響を及ぼす危険があることも理由付けとして述べている。

これは、行政事件訴訟法 9 条 2 項の定める考慮要素を当てはめた解釈とも見ることができ

る。 

 なお、本判決は、Ｘの原告適格を認める判断をしたが、Ｘがすでに廃業していることを認

定し、本件各更新処分の取消しを求める法律上の利益は失われたとして、この点に関するＸ

の上告を斥けている。 
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補遺 17－13 改正行政事件訴訟法の解釈（3）－産業廃棄物等処分業の許可 

最判平成 26 年 7 月 29 日（民集 68 巻 6 号 620 頁・判時 2246 号 10 頁） 

 

＜事実＞ 

 A は、宮崎県旧高城町において、宮崎県知事の許可を受けて産業廃棄物処理施設（本件処

分場）を設置した。その後、A は、知事から、本件処分場を事業の用に供する施設として、

産業廃棄物処分業の許可および特別管理産業廃棄物処分業の許可（本件各許可処分）を受け、

さらにこれらの更新を受けていた。これに反対する旧高城町の住民 X らは、宮崎県（Y）を

相手に、本件各許可処分の無効確認、それらの（職権）取消処分の義務付け、本件各更新処

分の取消しを求めて出訴した。X ら（1 名を除く）は、本件処分場の中心地点から 1.8 ㎞以

内に居住しており、居住地域は、A が本件処分場の設置許可申請をした際に添付した環境影

響調査報告書の調査対象地域内に含まれていた。 

 1 審・2 審とも、X らの原告適格を否定する判断をしたため、X らが上告。一部破棄差戻

し・一部上告棄却 

 

＜判旨＞ （下線は橋本による） 

 ｢（1) ア 行政事件訴訟法 9 条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条 1 項に

いう当該処分の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』とは、当該処分により自

己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ

る者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般

的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこ

れを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう

法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害される

おそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。

そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに

当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨

及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この場合

において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする

関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考慮する

に当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとな

る利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである（同

条 2 項……）。 そして、行政事件訴訟法 36 条は、無効等確認の訴えの原告適格について規

定するが、同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき『法律上の利益を有する者』

についても、上記の取消訴訟の原告適格の場合と同義に解する……。」 
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 ｢イ また、行政事件訴訟法 37 条の 2 第 3 項は、同法 3 条 6 項 1 号所定の義務付けの訴

えの原告適格について規定するが、当該処分の取消処分の義務付けを求めるにつき『法律上

の利益を有する者』についても、上記アの取消訴訟の原告適格の場合と同様の観点から判断

すべきものと解する……（同法 37 条の 2 第 4 項参照）。」 

 ｢(2) 上記の見地に立って、X らが本件各許可処分の無効確認等及び本件各更新処分の取

消しを求める原告適格を有するか否かについて検討する。」 

 ｢ア (ア)  ……産業廃棄物の最終処分場について、廃棄物処理法は、その設置に係る許

可の要件として、産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基

準に適合していること（15 条の 2 第 1 項 1 号）並びに産業廃棄物処理施設の設置及び維持

管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がされたものであるこ

と（同項 2 号）を要するものと定め……〔る〕。これらの規定を受けて、一般廃棄物の最終

処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令……は、産業廃棄物

の最終処分場及びその維持管理に係る技術上の基準を定め（2 条）、……産業廃棄物及びこ

れに含まれている有害な物質の流出や浸出等を防止するための設備が設けられ、必要な措

置が講ぜられるべきこと等を定めている……。上記のような……技術上の基準に関する定

めの内容に加えて周辺地域の生活環境の保全に関する適正な配慮を要するとされているこ

とに照らすと、同法においては、その設置に係る許可の要件等に関し、産業廃棄物の最終処

分場が上記の技術上の基準に適合していることにつき、周辺地域の生活環境の保全という

観点からもその審査を要するとされている……。」 

 ｢産業廃棄物等処分業の許可の要件として埋立処分を業として行う場合に有すべきもの

とされている最終処分場は、上記のとおり、その施設としての設置に係る許可の要件等につ

き上記の審査を経るものであるところ、産業廃棄物等処分業の許可の要件としても……上

記の技術上の基準に適合している施設であることを要する……。そうすると、廃棄物処理法

においては、産業廃棄物等処分業の許可の要件に関しても、産業廃棄物等処分業を行おうと

する者がその事業の用に供する施設として上記の技術上の基準に適合している最終処分場

を有していることにつき、周辺地域の生活環境の保全という観点からもその審査を要する

……。」  

｢(イ) 加えて、廃棄物処理法は、産業廃棄物等処分業の許可には生活環境の保全上必要な

条件を付すことができるものとし……、当該許可を受けた者の事業の用に供する施設が所

定の基準……に適合しなくなったとき、又は生活環境の保全上必要な条件として当該許可

に付された条件に違反したときは、都道府県知事は、その事業の全部若しくは一部の停止を

命じ、又は当該許可を取り消すことができる……。また、同法は、産業廃棄物等処分業の許

可は、……政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその

効力を失うものと定め……、所定の期間ごとに上記(ア)のような産業廃棄物等処分業の許可

に係る要件の審査が行われるものとしている。」 
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 ｢(ウ) また、廃棄物処理法は、産業廃棄物処理施設の設置に係る許可につき、上記(ア)の

とおりその設置に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がされてい

ることもその要件として定めているところ、上記許可の申請に際して、当該施設の設置が周

辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類（以下「環境影響調査

報告書」という。）を申請書に添付して公衆の縦覧に供すべきものとし……、市町村長や利

害関係者の生活環境の保全上の見地からの意見の聴取等の手続を定め……、都道府県知事

が上記の設置に係る許可をするに当たっても、生活環境の保全に関し専門的知識を有する

者の意見を聴取すべきものとしている……。上記の環境影響調査報告書には、同法の上記の

規定を受けて、①……当該施設を設置することに伴い生ずる大気質、水質、悪臭、地下水等

に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行

ったもの及びその現況等、②当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響

の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社

会的条件の現況等、③上記の影響の程度を分析した結果などの事項を記載すべきものとさ

れている……。そして、環境省が……公表している『廃棄物処理施設生活環境影響調査指針』

において、上記の調査の対象とされる地域は、……当該施設の設置が生活環境に影響を及ぼ

すおそれがある地域として選定されるものとされている。」 

 ｢イ 有害な物質を含む産業廃棄物等の埋立処分を行う施設である産業廃棄物の最終処

分場については、その設備に不備や欠陥があって当該最終処分場から有害な物質が排出さ

れた場合には、これにより……大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等が生じ、当該最終処

分場の周辺地域に居住する住民の生活環境が害されるおそれがあるばかりでなく、その健

康に被害が生じ、ひいてはその生命、身体に危害が及ぼされるおそれがある。このことに鑑

み、廃棄物処理法においては、上記のような事態の発生を防止するために、前記アのとおり、

産業廃棄物の最終処分場につき、その安全性を確保する上で必要な技術上の基準への適合

性が保持され、周辺地域の生活環境の保全が図られるための規制等が定められており、産業

廃棄物等処分業の許可に関し、その要件について最終処分場の上記の適合性につき周辺地

域の生活環境の保全という観点からもその審査を要するとされるとともに、生活環境の保

全上必要な条件を付し得るものとされ、その条件の違反等を理由とする事業の停止命令や

許可の取消しを行い得るなどとされているものと解される。  

 そうすると、産業廃棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物処理法の規定は、産

業廃棄物の最終処分場から有害な物質が排出されることに起因する大気や土壌の汚染、水

質の汚濁、悪臭等によって、その最終処分場の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境

の被害が発生することを防止し、もってこれらの住民の健康で文化的な生活を確保し、良好

な生活環境を保全することも、その趣旨及び目的とするものと解される。  

 そして、産業廃棄物の最終処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や土壌の汚染、

水質の汚濁、悪臭等によって当該最終処分場の周辺地域に居住する住民が直接的に受ける

被害の程度は、その居住地と当該最終処分場との近接の度合いによっては、その健康又は生
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活環境に係る著しい被害を受ける事態にも至りかねないものである。しかるところ、産業廃

棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物処理法の規定は、上記の趣旨及び目的に

鑑みれば、産業廃棄物の最終処分場の周辺地域に居住する住民に対し、そのような最終処分

場からの有害な物質の排出に起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等によって健康

又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解

されるのであり、上記のような被害の内容、性質、程度等に照らせば、この具体的利益は、

一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわなければならない。」  

 ｢ウ 以上のような産業廃棄物等処分業の許可及びその更新に関する廃棄物処理法の規

定の趣旨及び目的、これらの規定が産業廃棄物等処分業の許可の制度を通して保護しよう

としている利益の内容及び性質等を考慮すれば、同法は、これらの規定を通じて、公衆衛生

の向上を図るなどの公益的見地から産業廃棄物等処分業を規制するとともに、産業廃棄物

の最終処分場からの有害な物質の排出に起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等に

よって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対

して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきも

のとする趣旨を含む……。  

 したがって、産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民のうち、当該最終処分場から

有害な物質が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等によ

る健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該最終処分

場を事業の用に供する施設としてされた産業廃棄物等処分業の許可処分及び許可更新処分

の取消し及び無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟及び

無効確認訴訟における原告適格を有する……。」 

 ｢エ 産業廃棄物の最終処分場の周辺に居住する住民が、当該最終処分場から有害な物質

が排出された場合にこれに起因する大気や土壌の汚染、水質の汚濁、悪臭等により健康又は

生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるか否かは、当該住民

の居住する地域が上記の著しい被害を直接的に受けるものと想定される地域であるか否か

によって判断すべきものと解される。そして、当該住民の居住する地域がそのような地域で

あるか否かについては、産業廃棄物の最終処分場の種類や規模等の具体的な諸条件を考慮

に入れた上で、当該住民の居住する地域と当該最終処分場の位置との距離関係を中心とし

て、社会通念に照らし、合理的に判断すべきものである……。  

 しかるところ、産業廃棄物の最終処分場の設置に係る許可に際して申請書の添付書類とし

て提出され審査の対象となる環境影響調査報告書において、当該最終処分場の設置が周辺

地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の対象とされる地域は、……上記の環境影響

調査報告書に記載されるべき調査の項目と内容及び調査の対象とされる地域の選定の基準

等に照らせば、一般に、当該最終処分場の種類や規模及び埋立ての対象とされる産業廃棄物

等の種類等の具体的な諸条件を踏まえ、その設置により生活環境に影響が及ぶおそれのあ

る地域として上記の調査の対象に選定されるものであるということができる。」 
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＜POINT＞ 

 産業廃棄物等処分業の許可更新処分につき処分場周辺住民が提起した抗告訴訟について、

当該許可事業者が設置する最終処分場から排出される有害物質に起因する大気・土壌汚染、

水質汚濁、悪臭等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれの

ある者の原告適格を認めた判例である。①産業廃棄物等処分業の許可およびその更新に関

する廃棄物処理法の規定は、最終処分場の周辺地域に居住する住民に健康または生活環境

の被害が発生することを防止することを趣旨・目的とすること、②最終処分場の周辺地域に

居住する住民が直接的に受ける被害の程度は、近接の度合いによっては健康または生活環

境に係る著しい被害を受ける事態にも至りかねないものであり、被害の内容、性質、程度等

に照らせば、住民らの具体的利益は一般的公益の中に吸収解消させることが困難であるこ

とから、③最終処分場の周辺住民のうち、健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に

受けるおそれのある者について、行政事件訴訟法 9 条 1 項にいう「法律上の利益」を認め

ている。その上で、④著しい被害を直接的に受けるものと想定される地域であるかを、社会

通念に照らして合理的に判断すると、最終処分場の設置に係る許可に際して申請書の添付

書類として提出される環境影響調査報告書の調査対象地域がこれに当たる、とする。 

 本判決が周辺住民に原告適格を認める上記のロジックは、①係争処分の根拠規定の趣旨・

目的から「法の保護範囲」であること、②係争処分が違法な場合に生じる被害の内容・性質・

程度から「個々人の個別的利益」として切り出せることから、③「法律上保護された利益」

であるとの結論を導き、④社会通念に照らした具体的線引きとして環境影響調査報告書の

調査対象地域を設定したものである。これは、都市計画事業認可の取消訴訟において、周辺

住民の「健康又は生活環境」につき「法律上保護された利益」と解した判例 17－11 を踏襲

したものである。本件の係争処分は産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分業許可（および

その更新）であるが、埋立処分を業として行う場合の産業廃棄物等処分業許可の要件として、

最終処分場等を有すべきことが法定されていることから、上記①の解釈に当たり、最終処分

場の設置に係る許可要件・技術上の基準まで解釈の視野が広げられていることもポイント

である。 
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補遺 18－4［A］ 開発行為の完了と訴えの利益 

最判平成 27 年 12 月 14 日（民集 69 巻 8 号 2404 頁・判時 2288 号 15 頁） 

 

＜事実＞ 

 A は、鎌倉市内の市街化調整区域にある土地について、鎌倉市長に対し、都市計画法 29

条 1 項に基づく開発行為の許可（本件開発許可）を申請した。開発行為の内容は、同土地に

予定建築物等を建てるため擁壁を整備するものであり、同市長は許可を行った。これに対し、

開発区域の周辺住民である X らは、鎌倉市（Y）を相手に、本件開発許可の取消訴訟を提起

したところ、同市長は、提訴のあった翌日に、本件開発許可に係る開発行為に関する工事が

完了したとして、検査済証を交付した。1 審は、X らの訴えの利益は失われたとして訴えを

却下したが、2 審は、市街化調整区域における開発許可には、予定建築物等を建築等するこ

とが可能になるという法的効果があり、開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付さ

れた後においても、本件許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと判断した。Y が上

告。上告棄却。 

 

＜判旨＞（下線は橋本による） 

｢都市計画法の規定によれば、開発許可は、あらかじめ申請に係る開発行為が同法 33 条

及び 34 条所定の要件に適合しているかどうかを公権的に判断する行為であって、これを受

けなければ適法に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるとこ

ろ、開発許可に係る開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付されたとき

は、当該開発許可の有する上記の法的効果は消滅する……。」 

 ｢市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、……原則と

して知事等の許可を受けない限り建築物の建築等が制限されるのに対し、開発許可を受け

た開発区域においては、同法４２条１項により、開発行為に関する工事が完了し、検査済証

が交付されて工事完了公告がされた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物

の建築等が原則として制限されるものの、予定建築物等の建築等についてはこれが可能と

なる。そうすると、市街化調整区域においては、開発許可がされ、その効力を前提とする検

査済証が交付されて工事完了公告がされることにより、予定建築物等の建築等が可能とな

るという法的効果が生ずるものということができる。」 

 ｢したがって、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発行為ひいては当該開発

行為に係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして開発許可の取消しを求め

る者は、当該開発行為に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後において

も、当該開発許可の取消しによって、その効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可

能となるという法的効果を排除することができる。」 
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 ｢以上によれば、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が

完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴

えの利益は失われない……。」 

 

＜POINT＞ 

 市街化調整区域内の土地を開発区域とする開発許可（開発行為の許可。都市計画法 29 条

1 項）の取消訴訟において、当該開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付された後

においても、当該開発区域内において予定建築物等の建築等が可能になるという法的効果

が残存することをもって、訴えの利益を肯定した判例である。X らは、市街化調整区域内の

土地で当該開発行為・予定建築物の建築等が制限されるべきであるとして本件開発許可の

取消しを求めているのであり、開発行為に関する工事が完了して検査済証が交付された後

も、開発許可の取消しにより予定建築物等の建築等が可能になるという法的効果を排除す

ることができると解されている。 

 判例は、市街化区域内の土地の開発許可の取消訴訟では、当該開発許可に係る開発行為の

工事が完了し、検査済証が交付された後には、取消しを求める訴えの利益は消滅するとして

いる（最判平成 5 年 9 月 10 日民集 47 巻 7 号 4955 頁）。開発許可の法的効力について、こ

れを受けなければ適法に開発行為を行うことができないものととらえ、工事が完了すれば

開発許可の取消しを求める訴えの利益も失われるとしたものである。これに対し、本判決は、

都市計画法上、原則として建築物の建築が禁止されている市街化調整区域内の土地を開発

区域とする開発許可には、上記の法的効果に加えて、工事完了公告がなされた後、予定建築

物等の建築等を可能にする法的効果があることを指摘し、開発行為の工事完了後も取消訴

訟の訴えの利益が残るものとした。 

 上記のように、本判決は、都市計画法における市街化区域と市街化調整区域の規制の仕組

みの違いから、平成５年判決との結論の違いを説明する。他方、学説には、平成５年判決に

ついて、完了検査の内容が開発許可への適合であることなど都市計画法の仕組みに照らし

て、建築基準法の定める建築確認につき工事が完了した場合（判例 18－4）とは異なり、訴

えの利益の存続を認めるべきであるとの批判がある。 
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補遺 18－7 裁量基準（処分基準）の法的効力と訴えの利益 

最判平成 27 年 3 月 3 日（民集 69 巻 2 号 143 頁・判時 2267 号 21 頁） 

［参考］ 百選Ⅱ 175 

 

＜事実＞ 

 株式会社 X は、所轄公安委員会から風営法に基づく風俗営業許可を受けて、パチンコ店

を経営していた。X の代表者らが経営する店舗（営業所）において客から特殊景品を買い取

る行為（同法 23 条 1 項 2 号で禁止されている）をしたとして、X およびその代表者らは、

略式起訴されて罰金刑に処せられた。そこで、公安委員会は、X に対する聴聞を実施した上

で、X に対し、上記営業所について 40 日間の営業停止処分をした（同法 26 条 1 項）。そこ

で、X は、公安委員会が所属する北海道（Y）を相手に、本件営業停止処分の取消訴訟を提

起した。1 審・2 審とも、処分期間の経過により本件処分の法的効果は失われており、本件

取消訴訟は訴えの利益を欠くとして、訴えを却下する判断をした。X が上告。破棄自判（1

審に差戻し）。 

 

＜判旨＞（下線は橋本による） 

 ｢行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利

利益の保護に資することをその目的とし（1 条 1 項）、行政庁は、不利益処分をするかどう

か又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必

要とされる基準である処分基準（2 条 8 号ハ）を定め、かつ、これを公にしておくよう努め

なければならないものと規定している（12 条 1 項）。  

 上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法 12 条 1 項に基づいて定

められ公にされている処分基準は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、不

利益処分に係る判断過程の公正と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資する

ために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により

定めて公にしている処分基準において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分

に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分

につき当該処分基準の定めと異なる取扱いをするならば、裁量権の行使における公正かつ

平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該処分基準

の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような

取扱いは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味に

おいて、当該行政庁の後行の処分における裁量権は当該処分基準に従って行使されるべき

ことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段

の事情がない限り当該処分基準の定めにより所定の量定の加重がされることになるものと

いうことができる。  
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 以上に鑑みると、行政手続法 12 条 1 項の規定により定められ公にされている処分基準に

おいて、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利

益な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来におい

て上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の

効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該処分基準の定めにより上記の不利

益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益

を有するものと解するのが相当である。  

 そうすると、本件において、X は、行政手続法 12 条 1 項の規定により定められ公にされ

ている処分基準である本件規程の定めにより将来の営業停止命令における停止期間の量定

が加重されるべき本件処分後 3 年の期間内は、なお本件処分の取消しによって回復すべき

法律上の利益を有するものというべきである。」 

  

＜POINT＞ 

風営法 26条 1項に基づく営業停止処分を受けたパチンコ業者が取消訴訟を提起した事案

で、当該処分の効果が営業停止期間の経過によりなくなった後においても、行政手続法 12

条 1 項により定められ公にされている処分基準において、先行処分を受けたことを理由に

後行処分の量定を加重することが定められている場合に、加重される期間内は当該処分の

取消しによって回復すべき法律上の利益を有するとした判例である。本件処分基準には、過

去 3 年以内に営業停止命令を受けた風俗事業者に対し、さらに営業停止命令を行う場合に

停止期間の量定を加重する旨が定められており、本判決は、先行処分後 3 年の期間内につ

いて、取消訴訟に係る訴えの利益を肯定したことになる。 

 本件処分基準は、理論的には裁量基準に相当し、法規性の認められない行政規則と解され

る。ゆえに、処分基準と異なる内容の不利益処分をすることは許容され、処分基準に従わな

い処分が直ちに
．．．

違法と評価されるものではない。他方で、行政側が行政手続法に基づいて処

分基準を設定・公開した以上、処分基準と異なる内容の不利益処分をすることが違法と評価

される可能性がある
．．．．．．

こともまた明らかである。本判決は、処分基準の適用において平等原

則・信頼保護原則等が働くことを媒介させ、処分基準と異なる処分をすることを相当とする

特段の事情がない限り処分基準に従った処分がされるべきとの考え方を採ったものと考え

られる。 

 裁量基準が行政を自己拘束する効果を有すること（行政規則が一定の外部効果を有する

こと）は、多くの学説が認めるところであり、本判決は、行政手続法に基づき設定・公開さ

れた処分基準について、この点につき踏み込んだ判断を行ったものと評される。また、不利

益処分に係る狭義の訴えの利益（行政事件訴訟法９条１項かっこ書）の解釈において、係争

処分がその後行処分に与える確実性の高い影響（後行処分において係争処分が考慮要素と

なること）が、解釈枠組みに取り込まれ得ることが示唆される。 
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補遺 20－5［A］ 差止訴訟（自衛隊機運航の差止め）－厚木基地第 4 次訴訟 

最判平成 28 年 12 月 8 日（民集 70 巻 8 号 1833 頁・判時 2337 号 3 頁） 

［参考］ 百選Ⅱ 150 

 

＜事実＞ 

 厚木基地（厚木海軍飛行場。米軍および海上自衛隊が使用する航空基地）の周辺に居住す

る X らは、国（Y）を相手に、自衛隊機の運航差止め等を求める訴えを提起した。1 審は、

無名抗告訴訟として X らの請求を一部認容し、防衛大臣は、やむを得ない事由に基づく場

合を除き、毎日午後 10 時から午前 6 時まで自衛隊機を運航させてはならないとの判断をし

た。2 審は、法定抗告訴訟としての差止訴訟とした上で、自衛隊機について、平成 28 年 12

月 31 日までという期限を付して、1 審とほぼ同一内容の夜間運航差止めを認める判断をし

た。X ら・Y がともに上告。X らの上告棄却。Y らの上告につき一部破棄自判。 

 なお、X らは、米軍機の運航差止めについても争っているが、ここでは取り上げない。 

 

＜判旨＞（下線は橋本による） 

 ｢行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされること

により『重大な損害を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることによ

り生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を

受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に

差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要す

る……。」 

 ｢X らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空

機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害へ

の不安等を始めとする精神的苦痛を反復継続的に受けており、その程度は軽視し難いもの

というべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与してい

ることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場において……航空機の離着陸が行われ

る度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを反復継続的に

受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的に

その違法性を争う取消訴訟等による救済になじまない性質のものということができる。」 

 「以上によれば、X らの主張する……自衛隊機の運航により生ずるおそれのある損害は、

処分がされた後に取消訴訟等を提起することなどにより容易に救済を受けることができる

ものとはいえず、本件飛行場における自衛隊機の運航の内容、性質を勘案しても、X らの自 

衛隊機に関する主位的請求（運航差止請求）に係る訴えについては、上記の『重大な損害を

生ずるおそれ』があると認められる。」 
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 ｢行政事件訴訟法 37 条の 4 第 5 項は、裁量処分に関しては、行政庁がその処分をするこ

とがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに差止めを命ずる旨を

定めるところ、これは、個々の事案ごとの具体的な事実関係の下で、当該処分をすることが

当該行政庁の裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることを差止めの要件と

するものと解される……。」  

 ｢自衛隊法等の定めによれば、防衛大臣は、我が国の防衛や公共の秩序の維持等の自衛隊

に課せられた任務を確実かつ効果的に遂行するため、自衛隊機の運航に係る権限を行使す

るものと認められるところ、その権限の行使に当たっては、我が国の平和と安全、国民の生

命、身体、財産等の保護に関わる内外の情勢、自衛隊機の運航の目的及び必要性の程度、同

運航により周辺住民にもたらされる騒音による被害の性質及び程度等の諸般の事情を総合

考慮してなされるべき高度の政策的、専門技術的な判断を要することが明らかであるから、

上記の権限の行使は、防衛大臣の広範な裁量に委ねられている……。そうすると、自衛隊が

設置する飛行場における自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使が、行政事件訴訟法

３７条の４第５項の差止めの要件である、行政庁がその処分をすることがその裁量権の範

囲を超え又はその濫用となると認められるときに当たるか否かについては、同権限の行使

が、……防衛大臣の裁量権の行使としてされることを前提として、それが社会通念に照らし

著しく妥当性を欠くものと認められるか否かという観点から審査を行うのが相当であり、

その検討に当たっては、当該飛行場において継続してきた自衛隊機の運航やそれによる騒

音被害等に係る事実関係を踏まえた上で、当該飛行場における自衛隊機の運航の目的等に

照らした公共性や公益性の有無及び程度、上記の自衛隊機の運航による騒音により周辺住

民に生ずる被害の性質及び程度、当該被害を軽減するための措置の有無や内容等を総合考

慮すべきものと考えられる。」 

 ｢本件飛行場における自衛隊機の運航は、我が国の平和と安全、国民の生命、身体、財産

等の保護の観点から極めて重要な役割を果たしているものというべきであるから、このよ

うな自衛隊機の運航には、高度の公共性、公益性がある……。」 

 「X らは、……本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠 妨害、聴取妨

害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を反復継

続的に受けているところ、上記騒音によって……具体的な健康被害が生じたものとは認定

されていないものの、特に上記睡眠妨害の程度は相当深刻であるなど、上記被害は X らの

生活の質を損なうものであり、軽視することができない。もっとも、……自衛隊機の運航に

ついてみると、……上記時間帯における自衛隊機の離着陸回数は、平成 25 年度は合計 83

回（1 か月当たり平均約 6.9 回）、同 26 年度は合計 53 回（1 か月当たり平均約 4.4 回）に

とどまっている。」 

 「また、……本件飛行場における自衛隊機の運航による騒音被害を軽減するための措置の

有無やその内容についてみると、……第 4 航空群は、本件飛行場における自衛隊機の運航

につき一定の自主規制を行うとともに、Y は、これまでに総額 1 兆 440 億円を超える費用
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を支出して……周辺対策事業を実施してきたというのであるから、……X らを含む本件飛

行場の周辺住民らに生ずる上記被害を軽減するため、相応の対策措置が講じられている…

…。」 

 ｢以上のような……事実関係を踏まえると、……自衛隊機の運航には高度の公共性、公益

性があるものと認められ、他方で、本件飛行場における航空機騒音により X らに生ずる被

害は軽視することができないものの、周辺住民に生ずる被害を軽減するため、自衛隊機の運

航に係る自主規制や周辺対策事業の実施など相応の対策措置が講じられているのであって、 

これらの事情を総合考慮すれば、本件飛行場において、将来にわたり上記の自衛隊機の運航

が行われることが、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認めることは困難である

といわざるを得ない。したがって、本件飛行場における……自衛隊機の運航に係る防衛大臣

の権限の行使が、行政事件訴訟法 37 条の 4 第 5 項の行政庁がその処分をすることがその裁

量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるときに当たるということはできない…

…。」 

 

＜POINT＞ 

 自衛隊機の運航の差止めを基地周辺住民が争った事案において、差止訴訟を適法と認め

た判例である。判決は、自衛隊機の運航に係る防衛大臣の権限の行使について、処分性が認

められることを前提に、抗告訴訟としての差止訴訟の訴訟要件を満たすと判断している。

「重大な損害を生じるおそれ」があるとの要件については、基本的に平成 24 年最判（判例

20－5）を踏襲しつつ、自衛隊機の離着陸の度に発生する騒音による被害は、「反復継続的に

受けることにより蓄積していくおそれ」があり、「事後的にその違法性を争う取消訴訟等に

よる救済になじまない性質」であることから、これを認めている。 

 本案勝訴要件について、自衛隊機運航に係る権限の行使は、高度の政策的、専門技術的な

判断を要することから、防衛大臣の広範な裁量に委ねられているとの解釈を前提に、➀自衛

隊機の運航の目的等に照らした公共性・公益性の有無・程度、②自衛隊機の運航による騒音

により周辺住民に生ずる被害の性質・程度、③被害を軽減するための措置の有無・内容の総

合考慮により、社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否かの観点から、

裁量権の逸脱・濫用の有無を審査すべきとする。その上で、結論として、本件飛行場におい

て、将来にわたり自衛隊機の運航が行われること（行政庁がその処分をすること）が、社会

通念に照らし著しく妥当性を欠くとは認められず、裁量権の逸脱・濫用に当たらないとした。 
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補遺 20－7 無名抗告訴訟としての公的義務不存在確認訴訟 

最判令和元年７月２２日 裁判所ＨＰ（裁判所ウェブサイト） 

 

＜事実＞ 

陸上自衛官であるＸは、自衛隊法 76 条 1 項 2 号（内閣総理大臣による防衛出動命令の要

件となる存立危機事態を定める）の規定が憲法違反であるとして、国（Ｙ）を相手に、同号

に基づいて内閣総理大臣により発せられる防衛出動命令に服従する義務がないことの確認

を求めて出訴した。1 審は、Ｘが防衛出動命令の発せられる事態に直面しているとはいえな

い、現時点でＸらに防衛出動命令が発せられる具体的・現実的可能性があるとはいえない等

として確認の利益を否定したが、2 審は、本件訴えについて、防衛出動命令に際して個別の

自衛官に対して発せられる職務命令への不服従を理由とする懲戒処分差止訴訟を、本件職

務命令ひいては本件防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴えの形式に

引き直した無名抗告訴訟であるとした上で（Ｘがそのように釈明している）、差止訴訟の訴

訟要件である「重大な損害」要件（行政事件訴訟法 37 条の 4 第 1 項）および補充性要件（同

項ただし書）をいずれも満たし適法であると判断した。Ｙが上告。破棄差戻し。 

 

＜判旨＞ 

 ｢本件防衛出動命令は、組織としての自衛隊に対する命令であって、個々の自衛官に対し

て発せられるものではなく、これにより防衛出動をすることとなった部隊又は機関におけ

る職務上の監督責任者が、当該部隊等に所属する個々の自衛官に対して当該防衛出動に係

る具体的な職務上の命令（以下「本件職務命令」という。）をすることとなる。したがって、

本件訴えは、被上告人が本件職務命令に服従する義務がないことの確認を求めるものと解

される。」 

 ｢本件訴えは、本件職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、本件

職務命令に基づく公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟であると解されるところ、

このような将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在

確認を求める無名抗告訴訟は、当該処分に係る差止めの訴えと目的が同じであり、請求が認

容されたときには行政庁が当該処分をすることが許されなくなるという点でも、差止めの

訴えと異ならない。また、差止めの訴えについては、行政庁がその処分をすべきでないこと

がその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められること等が本案要件（本

案の判断において請求が認容されるための要件をいう。以下同じ。）とされており（行政事

件訴訟法 37 条の 4 第 5 項）、差止めの訴えに係る請求においては、当該処分の前提として

公的義務の存否が問題となる場合には、その点も審理の対象となることからすれば、上記無

名抗告訴訟は、確認の訴えの形式で、差止めの訴えに係る本案要件の該当性を審理の対象と

するものということができる。そうすると、同法の下において、上記無名抗告訴訟につき、
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差止めの訴えよりも緩やかな訴訟要件により、これが許容されているものとは解されない。

そして、差止めの訴えの訴訟要件については、救済の必要性を基礎付ける前提として、一定

の処分がされようとしていること（同法 3 条 7 項）、すなわち、行政庁によって一定の処分

がされる蓋然性があることとの要件（以下「蓋然性の要件」という。）を満たすことが必要

とされている。  

 したがって、将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不

存在確認を求める無名抗告訴訟は、蓋然性の要件を満たさない場合には不適法というべき

である。」 

 

＜POINT＞ 

 陸上自衛官であるＸが、平和安全法制整備法（平成 27 年法律 76 号）により改正された

自衛隊法 76 条 1 項 2 号は違憲であるとし、同号に基づく防衛出動命令に服する義務のない

ことの確認を求める訴えについて、当該防衛出動に係る具体的な職務上の命令（本件職務命

令）に服従する義務がないことの確認を求めるものと解した上で、本件職務命令への不服従

を理由とする懲戒処分の予防を目的として本件職務命令に基づく公的義務の不存在確認を

求める無名抗告訴訟と位置付けた判例である。 

 その上で、本判決は、上記無名抗告訴訟（将来の不利益処分の予防を目的として当該処分

の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟）は、当該処分に係る差止訴訟と

目的・効果・審理内容を同じくするものであり、差止訴訟より「緩やかな訴訟要件」により

許容されるとは解されないとする。本判決は、差止訴訟の訴訟要件のうち、救済の必要性を

基礎付ける前提として必要な「蓋然性の要件」（行政庁によって一定の処分がされる蓋然性

があること。行政事件訴訟法 3 条 7 項）を満たすか否かの検討がされていないとして、本

件を原審に差し戻した。 

 将来の不利益処分（公務員に対する懲戒処分）の予防を目的とする公的義務不存在確認訴

訟について、判例 20－5（さらに判例 21－1［Ａ］）は、①懲戒処分の差止訴訟、②将来の

懲戒処分の予防を目的とする公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟、③将来の行政

処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする公的義務の不存在確認を求める実質的当事

者訴訟、の 3 つに整理し、①と③を適法とした。判例 20－5 は、内心の自由を間接的に制

約する通達が発出され、それに基づく職務命令が繰り返され、それらに従わないことを理由

とする不利益処分が反復継続・累積加重する事案に係るもので、通達・職務命令の処分性が

否定されることを前提に、職務命令を理由としてされる蓋然性のある懲戒処分の差止訴訟

（上記①）を適法としている。この結果、判例 20－5 では、実質的に①を確認の訴えに引き

直した②について、差止訴訟との関係で補充性要件を満たさないものと判断している。これ

を本判決と対比すると、本判決では、蓋然性要件の不充足により差止訴訟が適法に提起でき

ないこと、原審の段階でＸが本件訴えは無名抗告訴訟であると釈明したこと等の相違が指

摘できる。 


